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会 議 次 第  

１  新委員の紹介  

２  議  題  

⑴  ２６市のガイドライン作成状況について  

⑵  野川・七軒家循環の乗り残しに対する方策について  

⑶  平成２４年度地域公共交通セミナーについて  

⑷  委員の任期満了に伴う諸手続きについて  

⑸  見込み需要者数の捉え方について  

⑹  利用者数を増やす方策について  

⑺  その他  

 

〔資料〕  

⑴  ２６市ガイドライン作成状況  

⑵  野川・七軒家の乗り残し人数  

⑶  平成２４年度地域公共交通セミナー  

⑷  地域公共交通会議委員の公募  

 

発言内容・

発言者名

（主な発言

要旨）  

 

会長  

議題⑴「２６市のガイドライン作成状況について」を事務局か

ら説明をお願いします。  

 

事務局  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料⑴「２６市ガイドライン作成状況」について説明  

 

資料⑴をご覧ください。  

前回の地域公共交通会議でコミュニティバス等導入のガイド

ライン（以下「ガイドライン」という。）について、さいたま

市のものを参考にしましたが、さいたま市は小金井市と比べて

人口や面積が大きくあまり参考にならないと思うので、小金井

市版を作ったらどうかというお話でした。  

そこで小金井市と類似している市で策定している市があれば、

参考にしたいという考えから、多摩の２６市の策定状況を調べ

ました。  

結果としては、これら類似市を含めてガイドラインを策定済み

の市はございませんでした。ただ、東村山市のみがガイドライ

ン策定のために、２か月に１度地域公共交通会議を開いてお

り、今度の５月か６月頃に策定予定とのことでございます。  

現在、小金井市の地域公共交通会議は毎年２回開いております

が、ガイドラインを２年間で策定することを考えると、来年度

以降は少し開催回数が増えるかもしれません。委員の皆様のご

協力をお願いいたします。  

 

会長  

ガイドラインを作っているところがそんなに無い中で、前回

は、さいたま市のものを参考にしたわけですけど、さいたま市

は政令指定都市で広域であり人口の集積しているところもあ

り、小金井市とはかなり状況が違うというところです。小金井

市なりのものを今後考えようというところで近隣市を参考に

できればということですが、現在多摩２６市の状況は事務局の

説明のとおりです。この件に関して何か質問又はご意見等はご

ざいませんでしょうか。  

 

会長  

今お話の出た東村山市ですが、既存路線の改善を図ることと残

る空白地域を救済することの方策を考えていく上で、市民の皆

さんにも積極的に参加していただく、そして市民、行政及び交

通事業者の役割分担をどうしていくかというところで、ガイド

ラインの策定にとりかかっています。本年度本格的な議論を行

い、次回の地域公共交通会議で概ね完成に近づき、来年度の早

い時期にスタートする予定となっています。小金井市の場合も

既存路線をどう考えていくか、他をどう考えるかというところ

で皆さんのご意見を聞きながら考えていきたいと思います。  

 

Ａ委員  

この資料⑴のコミュニティバスなし以外の市は、コミュニティ

バスはあるが、ガイドラインは無いということでよろしいでし

ょうか。また、無いところはこのような会議を開いているとい



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことでしょうか。  

 

事務局  

はい、そのとおりでございます。小金井市のような地域公共交

通会議のような会議を開催しているところが多いです。  

 

会長  

他にご意見等ございませんか。  

 

事務局  

何路線か走らせている中で、市民からもいろいろな要望があり

平成２２年度にアンケート調査も行いましたが、より良いもの

にしていくにはどうしたら良いか、貫井前原循環の運行時間の

拡充を求める陳情、野川・七軒家循環の積み残し、今後新庁舎

を建てた際のルート変更、北東部循環の２ルート化や逆ルート

化の問題等があり、ガイドラインのようなある程度のルールを

つくり、市民の役割、行政の役割及び運行事業者の役割をはっ

きりさせておくことが今後いろいろな問題を解決していくう

えで動きやすくなるのかなと思っていますので、皆様ご協力を

よろしくお願いいたします。  

 

会長  

どのような点をどのように議論しどう決めこんでいくかの計

画を提示して頂いて、次回意向、具体的なご意見を賜りたいと

思います。  

 

会長  

議題⑵「野川・七軒家循環の乗り残しに対する方策について」  

を事務局から説明をお願いします。  

 

事務局  

資料⑵「野川・七軒家の乗り残し人数」について説明  
今回は、ＣｏＣｏバス・ミニの予備車の取扱いにポイントを当

てたいと思います。  

まずは資料⑵をご覧ください。  

これらは、野川・七軒家循環の乗り残しについて平成２５年の

２月までの分をグラフにしたものです。  

１枚目は、「月別の乗り残し客数」です。今年は４月、５月、

７月、８月が多くなっています。  

２枚目は、「時間帯別乗り残し客数」です。今年も、９時から

１０時まで多くなっています。  

３枚目は、「停留所別乗り残し客数」です。今年も、天神橋か

ら質屋坂下までの間で多くなっています。  

 

現在のＣｏＣｏバス・ミニの運行状況ですが、１１人乗りのハ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イエースが２台あり、１台を運行、１台を予備車にして、３０

分間隔で運行しています。３０分間隔を５分でも良いから、早

くして欲しいという要望があり、例えば資料⑵の４枚目の９人

乗りの運行会社様所有のジャンボタクシーを予備車として２

台のハイエースを運行にまわせないかと考えております。  

 経費をなるべく増やさず、料金も今のところ１００円でいき

たいと思いますので、法的な面からこのことが可能なのかどう

かを関東運輸局様に、また予備車にまわして頂けるジャンボタ

クシーがあるかどうかを運行会社様に、ご意見を賜りたいと思

います。よろしくお願いいたします。  

 

会長  

現行の車両２台を常時運行にまわして、９人乗りのジャンボタ

クシーを予備車にすることで乗り残し解決の一つの方策にな

らないかというところで、制度的、法的に可能かまた技術的に

可能かどうかというところで、ご意見をお願いします。  

 

Ｂ委員  

運用の仕方として、常時ＣｏＣｏバス・ミニの予備車として借

り上げるのか、また普段は運行会社のジャンボタクシーとして

使用して非常時に流用するのか、その辺はどう考えているので

すか。  

 

事務局  

非常時に流用させて頂ければと思います。  

 

Ｂ委員  

基本的にこのような地域公共交通会議で合意が得られれば問

題ないと思いますが、運転手の収入が減ることが予想されるの

で、その辺のルール作りも一緒に考えた方が良いと思います。  

 

会長  

運行会社のジャンボタクシーの使用に制限がかかってしまう

ことも考えられるので、その辺も含めてご意見はありますか。  

 

Ｃ委員  

弊社は６台のジャンボタクシーを所有しており、平日の午後は

送迎等に使用していますので、午前中なら可能かなと思いま

す。  

 

Ｄ委員  

私もこの地域に住んでいますが、高齢者が多い地域ですので、

バスが増えれば助かると思います。  

 

Ｅ委員  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この地域の需要を探るのにアンケートをやるのも良いと思い

ますが、アンケートをすると皆さん乗ると答えるので、なかな

か正確に需要をつかむのは難しいところです。  

 

事務局  

１台新たに購入すると１０００万円以上の経費が増えるとい

うところでこのような提案をさせて頂いていますが、今後も経

費とのバランスも考えながらいろいろ提案していきたいと思

います。  

 

会長  

ご意見の中で、この方策について可能性が示されたので、今後

調査も含めて具体的なものを出していただいて、また議論して

いきたいと思います。  

 

会長  

議題⑶「平成２４年度地域公共交通セミナーについて」を事務

局から説明をお願いします。  

 

事務局  

資料⑶「平成２４年度地域公共交通セミナー」を説明  
「平成２４年度地域公共交通セミナー」に参加しましたので、

報告します。  

このセミナーは、地域公共交通の専門家である「地域公共交通

マイスター」という方がいて、その事例発表を聞いたり、その

アドバイスを受けることができるというものです。  

資料⑶は、その多くの資料の中からごく一部を抜粋したもので

す。  

１枚目は、議事次第です。地域公共交通マイスターは１７名ほ

どいらっしゃるそうですが、３名様の事例発表を聞く事ができ

ました。  

２枚目は、１都７県から集まった私のような役所の担当者がＡ

からＦまでの６つの班に分かれて、質疑応答を行った時の席次

表です。それぞれに地域公共交通マイスターが２名ずつ配置さ

れ、お話を聞くことができました。  

３枚目と４枚目は、三郷市の大野マイスターの資料を一部拝借

したものです。公共交通の必須要件は、地域住民・利用者、自

治体、交通事業者及びＮＰＯ・商工会等であり、４者が協働し、

適切に役割分担を果たすと、まちの装置としての地域公共交通

が実現するとのことでした。  

 

われわれのような、小さい自治体ですと、なかなか公共交通に

ついての情報が得られないので、今回のセミナーは大変参考に

なりました。また、機会があれば参加したいと思います。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

この交通マイスターについては、前回の会議でも話が出たと思

いますが、改めて何かありましたらご意見をお願いします。  

 

Ｂ委員  

来年度にならないとまだ具体的に申し上げるものはないので

すが、何か情報が入ればこのような会議で情報発信していきた

いと思います。  

 

会長  

この交通マイスターの中には、自治体職員の方やＮＰＯの方ま

た市民の立場で活躍されている方も増えてきています。これは

関東運輸局の制度ですが、今後は全国に発信していただければ

と思います。  

 

会長  

議題⑷「委員の任期満了に伴う諸手続きについて」を事務局か

ら説明をお願いします。  

 

事務局  

資料⑷「地域公共交通会議委員の公募」について説明  
 

来季の小金井市地域公共交通会議の公募委員の募集及び決定

をしましたので、報告いたします。  

資料⑷をご覧ください。  

現公募委員の方もこの３月３１日で、任期満了となりますの

で、市報や市ホームページ等で来年度の公募委員の募集をいた

しました。  

募集人数は５人です。  

対象は、１８歳以上で、市内に在住・在勤・在学の地域公共交

通に関心のある方です。  

委嘱期間は平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日ま

でです。  

応募は、男性６名、女性４名で合計１０名でございました。  

応募者には、「自治体におけるコミュニティバスの役割につい

て」という題目で８００字以内の小論文を提出して頂きまし

た。厳正な選考の結果、５名を選出しました。  

 

会長  

来年度からまた新しく公募委員になられた方が小金井市地域公

共交通会議に参加するということでよろしいですね。  

 

事務局  

はい、そのとおりです。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長  

よろしければ、この件は報告ということにします。  

次に、議題⑸「見込み需要者数の捉え方について」を事務局か

ら説明をお願いします。  

 

事務局  

議題⑸「見込み需要者数の捉え方について」を説明  

 

ここでは、バス停の増設やバスの運行経路を変更する時に、ど

のようにしたら事前に需要者数といいますか利用者数を把握

できるのか、皆様のご意見を賜りたいと思います。  

前回の地域公共交通会議で報告しましたとおり、約半年間行

った、東町循環の試験運行は、無作為抽出した１５歳以上の市

民９８８名、ＣｏＣｏバス５路線の利用者７７１名及び駅前で

のグループインタビュー１８７名の回答を集約した、平成２２

年度の「コミュニティバス事業調査委託」のアンケート結果に

基づき実施したところですが、なかなか利用者が増えずに終了

してしまいました。  

運行してみて、実際にどのくらいの人がその増設したバス亭

を利用してくれるのか、またバスを利用してくれるのか、事前

に計るのは難しいと思いますが、運行会社様はどのように需要

を探っているのか、なにかアドバイス等あればお願いしたいと

思いますのでよろしくお願いいたします。  

 

会長  

それでは、皆さんご意見をお願いします。  

 

Ｆ委員  

前回東町循環の試験運行をやらせて頂いて、利用者数は目標の

半分くらいだったわけですが、何かしらの方程式があるわけで

はなく、やはりフタを開けてみないとわからないというところ

が正直なところです。一般的には、駅からの距離、高低差、道

がせまい、歩きづらい、駅まで最短のアプローチであるか及び

バス停は便利なところにあるかなどの多くの要素を掛け合わ

せた結果が利用者数になってきますので、予測するのは難しい

ものがあります。実際運行してみて、予想より多い時もあるし、

少ない時もありますし、その点では東町循環の試験運行は中庸

であったと思います。ただ経費等考えると続けるには至らなか

ったということだと思います。  

 

Ｅ委員  

事業計画をたてる際に、その地域にどのくらい大きなマンショ

ンが建つのか世帯数はどのくらいなのかファミリータイプな

のかそうでないのか駅までのアクセスはどうなのか買い物は

どういうルートなのか通勤通学はどのルートなのか等を考え



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。  

 

Ｇ委員  

便数を多くするにしてもマンションの住人１０００人のうち

バス利用者は２％から３％ということもあり、なかなか需要者

数を予測するのは難しいです。  

 

Ｈ委員  

我々はバス停は約３００メートルごとに作っているのですが、

要望があって、その真ん中にバス停を作っても両側のバス停か

ら利用者が流れるだけで新規利用者はあまり見込めないとこ

ろです。その家の前の人が便利になっただけで、利用者増には

結びつかない感じです。大規模な再開発がないかぎりは、大き

な需要者増は見込めないのかなと思います。また大きな道路が

できたとしてももともと人口の少ないところにできることが

多いので、これもまた需要者増に結びつかないことが多いで

す。  

 

Ｄ委員  

今回この議題を取り上げたのは、何か新規路線の導入を考えて

いるのでしょうか。新規路線を導入すると赤字が増えるのでは

ないでしょうか。  

 

事務局  

今回この提案をさせて頂いたのは、東町循環の反省もあるので

すが、例えば現在バス停はおよそ２００メートルごとに作って

いますがいろいろな条件で立てられないところもあります。新

しくバス停を作って欲しいという要望があって作ったとして

も利用者がいなかった、またはバス停の目の前の人だけだった

では困りますので、路線バス事業者さんにご意見をいただけれ

ばということでございます。  

 

Ｉ委員  

ある程度の人数がバス停を作って欲しいと言えば立つのです

か。  

 

事務局  

その辺のところを今後、ガイドラインのなかでルールを作って

いければ良いのかなと思っています。  

 

会長  

今バス停の無いところの人は、通勤通学等にすでに自転車など

のなんらかの移動方法を持っています。そこに新しくバス路線

ができたからといってすぐ切り替わるものでもない。需要増を

考えるとなんらかの移動方法を持っていない人に乗ってもら



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うしかない。高齢者のお買い物などが中心になってくるのかな

と。また、野川・七軒家循環のように坂道を挟んでいるところ

は利用率が高いという結果が出てますし、坂道は一つの要素と

して大きいものがあります。  

 私のコミュニティバスに関わってきた経験上、事前のアンケ

ートで新規路線に乗ると１００人が答えたら実際乗るのは１

５人ぐらいかと。今すでに走っている既存の路線に対するアン

ケートはある程度信頼性がでてきて、１００人乗ると答えたら

実際は５０人ぐらいが乗る感じです。そういう意味でもアンケ

ートの取り方は難しい。ただアンケートの結果だけをもって何

かをするのではなく補完するような調査も必要になってくる

のかなと思います。  

 

Ｊ委員  

大学の調査でも当たれば大喜びするぐらいなので、なかなかこ

の問題は難しいと思います。また、例えば新規路線をやる場合

にはこういう条件を満たさなかったら中止しますとかの判断

基準をガイドラインの中に盛り込んでいったらどうかと思い

ます。  

 

会長  

ガイドラインはそのような意味合いがありますので、要望があ

ったら何でも路線を作れるかというとそういうことでもない

ので、そのへんも含めてガイドライン策定をしていきたいと思

います。  

 

会長  

議題⑹「利用者数を増やす方策について」を事務局から説明を

お願いします。  

 

事務局  

議題⑹「利用者数を増やす方策について」を説明  

ここでは、どうしたらココバスの利用者を増やして収入を増や

せるか、皆様のご意見を賜りたいと思います。  

ここ２年ほどのＣｏＣｏバス・ミニも合わせたＣｏＣｏバス全

体の収支は、毎年約２，５００万円ほどのマイナスとなってい

ます。今の１００円という運賃のままで、収支改善するために

利用者を増やしたいと考えています。転入者にリーフレットを

配り、更に周知を図る等いろいろ方策を考えたいと思います。  

 何かコミュニティバスでできそうな方策がありましたら、い

ろいろなご意見を伺いたいと思います。  

 例えば、私は通勤に京王バスさんを利用させてもらっていま

すが、土日祝日は現金支払いで小学生５０円としています。こ

れはこんな効果があったとか他にこんなことをして効果があ

ったなど、教えて頂ければありがたいと思いますので、皆様よ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ろしくお願いいたします。  

 

会長  

皆さんご意見がありましたらお願いします。  

 

Ｂ委員  

収支率を上げることを考えると他市もやっておりますが、運賃

を上げるということもあるのかと。例えば路線バスの初乗り運

賃並みの１７０円とかにして割引制度を併用すれば、それほど

利用者数も下がらないと思います。  

 

会長  

先ほどから事務局のほうからは、運賃は１００円という話がで

ていますが、それは市としてそういう方針があるということで

しょうか。  

 

事務局  

他市のなかでは、１５０円や１７０円等いろいろな運賃の話は

聞いていますが、小金井市としては利便性も考慮して、ワンコ

インの１００円でいきたいと考えています。  

 

会長  

いずれ収支率が悪くなってきた時にこのままの運賃ではどう

かという話にもなってくると思います。他にご意見ございませ

んか。  

 

Ｆ委員  

当社は、土日祝日は現金支払いで小学生５０円ですが、特に利

用者増になっているということはございません。ただ、５０円

で気楽に乗れる、往復でも１００円で乗れるということで親か

らしてみると自転車でいくよりは安くて安全かなと思います。  

１路線だけの収支を考えるのであれば、便数を増やす、運行時

間帯を増やせば確実に利用者は増える。しかし、その周りを走

っている路線バスがその影響を受けて衰退してしまう。運賃も

そうだが総合的に判断していただきたい。  

 

Ｅ委員  

私は他市の地域公共交通会議にもでているのですが、そこでは

交通不便地域では運賃１００円、それ以外では便数は多いです

が運賃１７０円です。すると市民から同じ税金で不公平だとい

う声が出ています。小金井市ではそこのところはどうでしょう

か。  

 

事務局  

やはりＣｏＣｏバスの無い地域は路線バスを利用しています



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ので、１００円のＣｏＣｏバスに乗れる地域と比べて不公平だ

という声はございます。ＣｏＣｏバスの無い地域にＣｏＣｏバ

スを通して欲しいとの声はございます。  

 

Ｅ委員  

例えば全路線を１７０円にして、コミュニティバスという考え

方でなくて地方でやっているように、バス事業者に補助金を出

してトータルでバス事業者にまかしてもらったほうが他の地

域も含めてバス事業者としてはもっとサービスを計れるので

はないか。コミュニティバスが公共不便地域を埋めてはいるが

反面近くの路線バスが衰退しているなかで、料金も１００円と

いうことにこだわらないで考えていけないものかと思います。  

 

事務局  

そもそもＣｏＣｏバスの出発点は武蔵野市の「ムーバス」を発

端にして、交通弱者の外出の機会を増やしたいという小金井市

の考え方があります。周囲の路線バスやタクシーと整合性を図

っていくことが今後難しくなっていく、例えば１００円運賃の

コミュニティバスの運行で西之久保循環の本数も減ってしま

い元からの利用者様にご迷惑をかけているということもあり

ますが、今現状としては出発点の考え方を継承して、今後運賃

の議論はあるとは思いますが、今のところはワンコインの１０

０円でいきたいということでご理解を賜りたいと思います。  

 

会長  

例えば国立市では、コミュニティバスを設定する際にその運賃

の話がありました。大きな道路には初乗り１７０円の路線バス

が走っているなかで、交通不便地域に市がお金を負担してそこ

だけ安い運賃というのはいかがなものかという議論があり、議

論を尽くした結果分かりやすくしたいということもあり、１７

０円均一に落ち着いたという経緯があります。  

 このような議論は今後も出てくるだろうし、ガイドラインを

策定する際には、これは私の提案ですけれども運賃を１００円

を前提にはしない方が良いだろうと、つまり運賃について柔軟

に議論できるようなスタイルにしておいた方が良いだろうな

と思います。その辺は、事務局でも考えておいて頂ければと思

います。  

 

会長  

それでは、ここでは利用者数を増やすというよりも運賃の話に

なってしまいましたが、今後のテーマでもありますのでご意見

があればお願いしたいと思います。  

 

会長  

それでは、今日の議題はひととおり済みましたがその他という



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことで何かご意見がありましたらお願いします。  

 

Ｄ委員  

最近ＣｏＣｏバスの車体の色がだいぶ薄くなってきましたが、

ちょっと寂しいような気がします。塗り替えとかしていただけ

たらなと思います。  

 

会長  

その辺は事務局としてはどう考えていますか。  

 

事務局  

北東部循環は平成１５年運行開始ですからそろそろ１０年が経

ちますし、野川・七軒家循環は平成２０年からですからそろそ

ろ５年が経ちます。前回の会議でも出ましたが、車両買い替え

で対応していければと、なかなか塗り替えだけやるというのは

難しいかなと思います。市民の方からも桜色が白色になったと

よく言われています。ただ経費がかかるものなので京王バスさ

んともよく相談して決めていきたいと思います。  

 

会長  

京王バスさんから何かご意見はありますか。  

 

Ｆ委員  

先ほど事務局からも話がありましたが、ちょうど１０年という

ことで買い替え時期をむかえてまして、そのタイミングを見て

いる所です。色の塗り替えについては１００万円単位でお金が

かかるので、それなりにその先バスを使用するという前提がな

いとできないところですので、やはり買い替えで対応したいと

思います。  

 

会長  

他にご意見はございませんか。皆さん、事務局の方から特にな

ければ、これで平成２４年度第２回小金井市地域公共交通会議

を終了させていただきます。  

本日はお忙しい中、大変ありがとうございました。  

以下余白  

 

そ の 他 
 

 

 


